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の
御
意
見
を
い
た
だ
き
、
調
査
、

研
究
を
進
め
る
。

委
員　

感
染
の
有
無
を
判
定
す
る

た
め
の
受
診
に
関
し
て
の
早
急
な

対
策
は
。

答
弁　

市
民
の
安
心
・
安
全
を
守

る
た
め
、
予
測
し
て
対
応
す
る
。

ま
た
、
五
條
市
、
御
所
市
、
葛
城

市
を
１
つ
の
エ
リ
ア
と
し
て
連
携

を
取
り
検
討
し
、
奈
良
県
市
長
会

に
提
案
し
た
い
。

委
員　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
対
策
実
施
事
業
は
。

答
弁　

特
別
定
額
給
付
金
事
業
に

つ
い
て
は
、
８
月
25
日
で
受
付
を

終
了
し
、
世
帯
数
に
よ
る
申
請
率

は
９
９
．
５
％
で
あ
る
。

　

ま
た
、
五
條
市
お
店
応
援
ク
ー

ポ
ン
事
業
に
つ
い
て
は
、
10
月
中

旬
頃
か
ら
参
加
店
舗
で
利
用
可
能

と
な
る
予
定
で
あ
り
、
参
加
店
舗

は
８
月
31
日
現
在
２
０
３
店
舗
で
、

引
き
続
き
募
集
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
ご
み
分
別
詳
細
看
板
製

作
事
業
に
つ
い
て
は
、
１
，
５
０

０
枚
を
作
成
し
、
エ
コ
・
リ
レ
ー

セ
ン
タ
ー
ご
じ
ょ
う
の
職
員
が
、

各
自
治
会
長
に
配
布
す
る
予
定
で

あ
る
。

総
務
費
に
つ
い
て

委
員　

観
光
・
防
災
Ｗ
ｉ―

Ｆ

ｉ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
設
置
し
て

い
る
施
設
は
。

答
弁　

ま
ち
な
み
伝
承
館
、
ま

ち
や
館
、
大
野
屋
、
上
野
公
園
、

大
塔
支
所
、
西
吉
野
支
所
、
星

の
く
に
、
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
、

五
條
市
観
光
交
流
セ
ン
タ
ー
及

び
五
條
中
央
公
園
の
10
か
所
で

あ
る
。

委
員　

花
咲
寮
整
備
事
業
の
備

品
購
入
に
お
い
て
、
旧
施
設
か

ら
の
備
品
の
転
用
は
。

答
弁　

介
護
用
品
等
、
利
用
で

き
る
物
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん

ど
を
転
用
し
た
。

衛
生
費
に
つ
い
て

委
員　

応
急
診
療
所
の
初
診
料

は
。
ま
た
、
市
外
か
ら
受
診
さ

れ
る
方
の
居
住
地
域
は
。

答
弁　

市
内
、
市
外
で
初
診
料

の
違
い
は
な
い
。
市
外
か
ら
は
、

橋
本
市
、
大
淀
町
、
御
所
市
等

の
近
隣
の
方
で
あ
る
。

委
員　

刈
草
等
た
い
肥
化
業
務

の
成
果
は
。

答
弁　

１
３
５
ト
ン
を
処
理
し

て
お
り
、
約
88
万
円
の
ご
み
処

理
経
費
が
削
減
さ
れ
て
い
る
。

農
林
業
費
に
つ
い
て

委
員　

た
め
池
簡
易
氾
濫
解
析

業
務
の
内
容
は
。

答
弁　

農
村
地
域
防
災
・
減
災

事
業
で
市
内
の
た
め
池
の
危
険

度
を
調
査
し
て
お
り
、
１
６
７

か
所
を
防
災
重
点
た
め
池
に
指

定
し
て
い
る
。

委
員　

た
め
池
の
数
は
。

答
弁　

農
業
用
た
め
池
が
４
８

２
か
所
あ
り
、
そ
の
う
ち
３
８

１
か
所
の
届
出
が
あ
る
。

商
工
費
に
つ
い
て

委
員　

五
條
市
観
光
Ｐ
Ｒ
事
業

の
内
容
は
。

答
弁　

五
條
市
出
身
の
女
優
、

尾
野
真
千
子
さ
ん
を
起
用
し
、

五
條
市
観
光
Ｐ
Ｒ
ポ
ス
タ
ー
を

５
，
０
０
０
枚
作
成
し
、
県
内

の
道
の
駅
、
東
京
ま
ほ
ろ
ば
館

等
に
掲
示
し
て
い
る
。

土
木
費
に
つ
い
て

委
員　

街
路
樹
維
持
管
理
業
務

の
除
草
作
業
の
経
費
削
減
に
つ

い
て
は
。

答
弁　

京
奈
和
自
動
車
道
五
條

西
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
付
近
で
、

大
塔
町
の
林
産
物
加
工
施
設
で

加
工
し
た
木
質
チ
ッ
プ
を
敷
き
詰

め
る
こ
と
に
よ
る
雑
草
対
策
の
実

証
実
験
を
し
て
お
り
、
美
観
・
景

観
、
安
全
性
、
住
環
境
性
等
を
検

討
し
、
経
費
削
減
を
し
て
い
く
。

教
育
費
に
つ
い
て

委
員　

幼
小
中
学
生
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
推
進
事
業
の
活
動
内
容
は
。

答
弁　

幼
稚
園
が
２
園
、
小
学
校

が
８
校
、
中
学
校
が
４
校
の
合
計

14
校
・
園
の
花
壇
で
花
を
育
て
て

い
る
。

　

決
算
審
査
特
別
委
員
会
で
は
、

付
託
さ
れ
た
令
和
元
年
度
五
條
市

一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に

つ
い
て
ほ
か
８
議
案
の
各
会
計
決

算
認
定
に
つ
い
て
は
、
入
札
事
務

等
の
執
行
に
つ
い
て
、
慎
重
審
査

を
期
す
る
た
め
に
、
引
き
続
き
審

査
が
必
要
で
あ
る
と
閉
会
中
の
継

続
審
査
の
動
議
が
提
出
さ
れ
ま
し

た
。

　

採
決
の
結
果
、
全
員
一
致
を
も

っ
て
閉
会
中
の
継
続
審
査
と
す
べ

き
も
の
と
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し

た
。

決
算
審
査
特
別
委
員
会

　
総
括
質
問

シ
ダ
ー
ア
リ
ー
ナ
の
柔
道
畳
に
つ

い
て

委
員　

畳
の
保
管
状
態
は
。

答
弁　

防
災
力
強
化
棟
の
中
に
保

管
し
て
い
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

つ
い
て

委
員　

移
動
手
段
が
困
難
な
状
況

に
あ
る
方
の
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
受
診
は
。

答
弁　

基
本
的
に
は
所
轄
の
保
健

所
で
対
応
す
る
が
、
緊
急
、
重
症

の
場
合
は
緊
急
対
応
と
な
る
。
市

と
し
て
も
課
題
と
認
識
し
て
お
り
、

交
通
事
業
者
や
感
染
症
専
門
医
等

歳
出
に
つ
い
て

(以下は、全議員賛成のもと原案のとおり可決・同意した議案）

令和２年五條市議会第３回９月定例会の表決結果と議決結果

議　案　名 議　案　の　概　要

令和２年度五條市介護保険特別会計補正予算（第
１号）議定について

奈良県教育委員会事務局において組織改編が行われたため、
条例の一部を改正するもの（公布の日から施行）

五條市いじめ問題対策連絡協議会等条例の一部改
正について

職員の退職手当に関する条例第１８条に規定する五條市退職
手当審査会の委員に対する報酬の額を定めるため、条例の一
部を改正するもの（公布の日から施行）

令和２年度五條市一般会計補正予算（第５号）議
定について

補正予算額　２，９７０千円
（医師謝礼及び医療用備品購入費追加等）

五條市後期高齢者医療に関する条例の一部改正に
ついて

地方税法等の一部改正に伴う文言の整備を行うため
（令和３年１月１日から施行）

五條市農業委員会委員の任命について

寒川英明氏の任命に同意
（任期：令和２年１２月２０日から４年）

補正予算額　４４，５８２千円
（新型コロナウイルス感染症対策事業の追加等）

特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に
関する条例の一部改正について

補正予算額　６６，２０５千円
（基金積立金及び返還金の追加等）

令和２年度五條市大塔診療所特別会計補正予算（
第１号）議定について

新宅一也氏、栗本惠司氏、礒田幸一郎氏、井上伸浩氏、
鶴田和恵氏、泉澤光生氏、辰己清史氏、北山　徹氏、
鍵矢智民氏、土橋洋二氏、柏井正樹氏、𠮷田正材氏、
岩倉義調氏、和田谷好司氏、小松禎史氏、西岡直美氏、
松井正昭氏、益田吉博氏、西山弓子氏の任命に同意
（任期：令和２年１１月２７日から３年）　

五條市教育委員会委員の任命について

議 案 名

○＝賛成　　●＝反対　　欠＝欠席　　退＝退席　　長 ＝議長
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果

発議第１１号　新型コロナウイルス感染症の影響に伴
う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求
める意見書について

長○ ○○ ○ ○○○ ○ 可決○ ○

長○ ○○ ○ ○○○ ○ 可決○ ○発議第１２号　防災・減災、国土強靱化対策の継続・
拡充を求める意見書について

欠

欠

　議長交際費は、議長が五條市議会を代表して、
議会運営上、特に必要と認める場合に予算の範囲
内で支出する経費です。社会通念上適当と認めら
れる範囲で、必要最小限になるよう努めています。
　令和２年度上半期（４月～９月）の支出状況は、
次のとおりです。

☆折衝接遇経費（２件）　　５５，０００円

☆儀礼的経費     （１件）　　１０，０００円

　　合　計        （３件）　　 ６５，０００円　　
　



令
和
２
年
五
條
市
議
会
第
４
回
臨
時
会
及
び

　
　
　
　
　
　

第
３
回
９
月
定
例
会
の
概
要

　

令
和
２
年
第
４
回
臨
時
会
は
、
会
期
を
７
月
30
日
の
１

日
間
と
決
定
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す

る
補
正
予
算
に
つ
い
て
の
提
案
議
案
の
説
明
を
受
け
、
議

案
審
議
及
び
議
決
を
行
い
、
閉
会
し
ま
し
た
。

　

令
和
２
年
第
３
回
９
月
定
例
会
は
、
９
月
１
日
に
開
会
、

会
期
を
29
日
ま
で
の
29
日
間
と
決
定
し
、
初
日
に
市
長
か

ら
市
政
の
報
告
と
提
出
議
案
の
説
明
を
受
け
る
と
と
も
に
、

教
育
委
員
会
の
点
検
評
価
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

　

本
定
例
会
も
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止

対
策
と
し
て
、
マ
ス
ク
の
着
用
や
ア
ル
コ
ー
ル
で
の
手
指

消
毒
を
実
施
し
、
一
般
質
問
な
ど
の
時
間
短
縮
等
を
行
い

ま
し
た
。

　

本
定
例
会
に
は
、
令
和
元
年
度
各
会
計
決
算
認
定
を
は

じ
め
、
五
條
市
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
条
例
の
一
部

改
正
な
ど
の
重
要
案
件
が
市
長
か
ら
提
案
さ
れ
、
令
和
元

年
度
各
会
計
決
算
認
定
に
つ
い
て
は
、
慎
重
審
議
を
期
す

る
た
め
、
決
算
審
査
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、
そ
れ
ぞ
れ

慎
重
審
査
を
行
う
と
と
も
に
、
８
名
の
議
員
が
一
般
質
問

を
行
い
、
９
月
28
日
に
議
事
が
全
部
終
了
し
、
閉
会
い
た

し
ま
し
た
。             

問い合わせ先 　五條市議会事務局
電話　（２３）２０００　〒637－8501 五條市本町 1丁目 1番 1号
令和２年１１月 1日発行　市議会だよりGOJO ７７号
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ペ
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今
年
も
残
す
と
こ
ろ
、
あ
と
２

か
月
と
な
り
ま
し
た
が
、
皆
様
方

に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
い
か
が
お

過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。

　

依
然
と
し
て
、
終
息
が
見
え
な

い
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

で
す
が
、
感
染
予
防
の
た
め
、
手

洗
い
、
う
が
い
、
マ
ス
ク
の
着
用
、

ア
ル
コ
ー
ル
に
よ
る
手
指
消
毒
、

人
混
み
を
避
け
る
な
ど
の
対
策
を
、

改
め
て
一
人
一
人
が
徹
底
す
る
こ

と
で
、
自
分
自
身
を
、
ま
た
、
あ

な
た
の
大
切
な
人
を
守
り
ま
し
ょ

う
。

　

今
年
最
後
の
発
刊
と
な
り
ま
す

が
、
来
年
も
、
皆
様
方
に
と
り
ま

し
て
、
幸
多
い
１
年
と
な
る
こ
と

を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

    

議
会
広
報
編
集
委
員
会

 　
　

委
員
長          

伊
谷　

賢
司

　

 　

副
委
員
長  　

 

岩
本  　

孝

 　
　

委
員　

          

藤
冨
美
恵
子

　
　

〃　
　

           

山
口　

耕
司

　
　

〃                  

平
岡　

清
司

　
　

〃(

議
長)  　

 

吉
田　

雅
範

　
　

〃(

副
議
長)   

養
田　

全
康

　

７
月
29
日
、
奈
良
県
広
域
消
防
組
合
消
防

本
部
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
、
令
和
２
年
奈

良
県
広
域
消
防
組
合
議
会
第
１
回
臨
時
会
の

概
要
を
報
告
し
ま
す
。

　

は
じ
め
に
、
管
理
者
の
大
和
郡
山
市
長
か

ら
挨
拶
の
後
、
議
事
日
程
に
入
り
、
仮
議
席

の
指
定
後
、
議
長
・
副
議
長
の
選
挙
が
行
わ

れ
、
議
長
に
は
吉
野
区
分
選
出
の
西
澤
巧
平

議
員
が
、
副
議
長
に
は
中
和
区
分
選
出
の
亀

田
忠
彦
議
員
が
そ
れ
ぞ
れ
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

続
い
て
、
議
席
の
指
定
後
、
本
臨
時
会
の
会

期
を
１
日
間
と
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
、
会

議
録
署
名
議
員
の
指
名
に
続
き
、
議
長
か
ら

諸
報
告
、
管
理
者
か
ら
行
政
報
告
及
び
消
防

施
設
総
合
管
理
計
画
の
改
正
の
報
告
が
あ
り

ま
し
た
。
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GOJO
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　防災・減災、国土強靱化対策の継続・拡充を求める意見書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（抜粋）

　現在、世界は異常な気候変動の影響を受け各国各地でその甚
大な被害を被っている。我が国でも、豪雨、河川の氾濫、土砂
崩落、地震、高潮、暴風・波浪、豪雪など、自然災害の頻発化
・激甚化にさらされている。このような甚大な自然災害に事前
から備え、国民の生命・財産を守る防災・減災、国土強靱化は、
一層その重要性を増しており、喫緊の課題となっている。
　こうした状況を受け、国においては、重要インフラの緊急点
検や過去の災害から得られた知見を踏まえ、国土強靱化を加速
化・進化させていくことを目的に、「国土強靱化基本計画」を
改訂するとともに、重点化すべきプログラム等を推進するため
の「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」を策定
し、集中的に取り組んでいるが、その期限が令和３年３月末ま
でとなっている。
　現状では、過去の最大を超える豪雨による河川の氾濫・堤防
の決壊、山間部の土砂災害等により多くの尊い命が奪われるな
ど、犠牲者は後を絶たない。今後起こりうる大規模自然災害の
被害を最小限に抑え、迅速な復旧復興へとつながるよう「防災
・減災、国土強靱化」対策にはより一層、安定的かつ継続的に
十分な予算の確保が必要である。
　よって、国におかれては、下記の措置を講じられるよう強く
要望する。
　　　　　　　　　　　　　記
１　令和２年度末期限の「防災・減災、国土強靱化のための３
　か年緊急対策」の更なる延長と拡充を行うこと。
２　地方自治体が国土強靱化地域計画に基づき実施する対策に
　必要な予算の総額確保を図ること。

　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

　令和２年９月２８日　　　　　　　　　　五 條 市 議 会　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の
　　急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書（抜粋）

　新型コロナウイルス感染症が世界的に蔓延し、わが国は、戦後
最大の経済危機に直面している。地域経済にも大きな影響が及び、
本年度はもとより来年度においても、地方税・地方交付税など一
般財源の激減が避けがたくなっている。
　地方自治体では、医療介護、子育て、地域の防災・減災、雇用
の確保など喫緊の財政需要への対応をはじめ、長期化する感染症
対策にも迫られ、地方財政は巨額の財政不足を生じ、これまでに
ない厳しい状況に陥ることが予想される。
　よって、国においては、令和３年度地方財政対策及び地方税制
改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう、強く要望する。
　　　　　　　　　　　　　記
１　地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税などの
　一般財源総額を確保すること。その際、臨時財政対策債が累積
　することのないよう、発行額の縮減に努めるとともに、償還財
　源を確保すること。
２　地方交付税については、引き続き財源保障機能と財源調整機
　能の両機能が適切に発揮できるよう総額を確保すること。
３　令和２年度の地方税収が大幅に減収となることが予想される
　ことから、思い切った減収補填措置を講じるとともに、減収補
　填債の対象となる税目についても、地方消費税を含め弾力的に
　対応すること。
４　税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に
　努めるとともに、国税・地方税の政策税制については、積極的
　な整理合理化を図り、新設・拡充・継続に当たっては、有効性
　・緊急性を厳格に判断すること。
　
　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

　令和２年９月２８日　　　　　　　　　　五 條 市 議 会　　　
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